
令和３年度法定検査結果について 

 

１．法定検査結果の推移 

浄化槽法第７条に基づく使用開始検査（以下「７条検査」という。）の過去５年間の推移を表－１に、

浄化槽法第 11 条に基づく定期検査（以下「11 条検査」という。）の過去５年間の推移を表－２に示し

ます。 

総合判定では、外観検査、水質検査及び書類検査の結果を総合的に勘案し、以下の３段階のいずれ

に該当するかを判定します。 

 

表－１ ７条検査結果の推移

 

令和３年度の７条検査では「イ」と判定された割合は 94.6％で、前年と比べ 0.5 ポイント向上し、

「ハ」と判定された割合は前年度に比べ 0.2ポイント減少しました。 

全国と比較をした場合でも「イ」の割合が高い水準となっています。 

 

表－２ 11条検査結果の推移

 

11条検査では「イ」と判定された割合が 96.7％と前年度と同様に高い適正率となりました。令和２

年度から導入した効率化検査では、10 人槽以下の合併処理浄化槽においては重要度や緊急度は高くな

い不具合で早期改善が図られたものは判定が「イ」となるため、令和２年度以降はそれ以前と比べて

より高い適正率となっています。 

全国と比較をした場合でも「イ」の割合が高い水準となっています。 

 

 

イ ： 適正である。 

 ロ ： おおむね適正であるが、一部改善することが望ましい。 

ハ ： 不適正であり、改善を要すると認められる。 



２．７条検査の結果 

（１）市町村別の検査結果 

７条検査の市町村別の検査結果を表－３に示します。 

表－３ 市町村別の検査結果（令和３年度・７条検査）

 

＊検査結果は、「構造」、「工事」、「管理」、「その他」に起因する合計で示してあります。 



「ハ」と判定された浄化槽のうち半数近くが無管理浄化槽であり、検査基数全体の 0.7％でした。７

条検査は使用開始後３ヶ月を経過してから実施しますが、浄化槽管理者が保守点検の必要性を十分認

識していないため維持管理契約が遅れる状況があるようです。 

なお、『無管理』を除けば「ハ」の割合は半減するため、使用開始直前の管理契約を徹底することに

より、適正率はさらに向上すると思われます。 

 

（２）ロ・ハ判定の主な指摘事項及び原因区分 

７条検査におけるロ及びハと判定された浄化槽の主な指摘事項及び原因区分を表－４に示します。 

表に示す外観番号と項目とは、環境省の「浄化槽法定検査判定ガイドライン（平成 14年２月改定版）

に基づく外観検査のチェック項目をいいます。 

表－４ ロ・ハ判定の主な指摘事項及び原因区分（令和３年度・７条検査）

 

設置の状況の不具合で最も多かったのは、『28.増改築等』に該当する「設置届と使用状況違う」や

「設置届以外の建物が接続」の指摘が 19件ありました。一般住宅や一般店舗で設置後に用途の変更を

行っていたり、届出外の建物を接続したりするケースが後を絶ちません。浄化槽の規模と使用実態が

合わずに処理機能の低下を招くおそれがあることから、設計時には将来的な予定も十分に協議する必

要があります。次に『26.流入、放流管渠の設置』に該当する「生活雑排水の未接続」などの指摘が 13

件ありました。次いで『19.逆洗装置。洗浄装置の固定』に該当する「バルブ不良」で、特定の型式に

おいて 6件発生しました。 



３．11条検査の結果 

（１）市町村別の検査結果 

11 条検査の市町村別の検査結果を表－５に示します。 

表－５ 市町村別の検査結果（令和３年度・11条検査）

 

＊前年度無管理のものは、翌年も検査対象となるため、その年度に確認できた無管理の総数となります。 



「ハ」と判定された浄化槽のうち６割以上が無管理浄化槽であり、検査基数全体の 1.0％でした。 

「ハ」の割合は地域によって差があり 10％を超えている市町村もありますが、今後、浄化槽管理者

の意識を向上させ無管理浄化槽を無くしていくことで大きく減らせると思われます。 

 

（２）ロ・ハ判定の主な指摘事項及び原因区分 

11条検査におけるロ及びハと判定された浄化槽の主な指摘事項及び原因区分を表－６に示します。 

表－６ ロ・ハ判定の主な指摘事項及び原因区分（令和３年度・11条検査）

 

 

 

 

 



　・ばっ気停止（送風機故障、電源切れ）、汚泥の流出

　・消毒薬の充填なし、処理水と消毒薬の接触不良

　・放流BOD30mg/L超過

・雑排水の未接続（合併）、増改築等の問題

・構造上の問題で点検に支障がある場合

・構造上の問題でBOD30mg/L超過（合併）

・対応レベル０で改善を求めたが、改善対策が行われない場合

・未回答や改善内容が不十分の場合

　・構造不良があるが保守点検の範疇で補修可能なもの

　※ 対応レベル０（合併）　：　問題が認められ保守点検業者へ改善を求める場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（緊急度・重要度は高くない）

○ 行政対応レベルⅠ（合併）　：　レベル０対応で改善されないもの

○ 行政対応レベルⅡ　：　明らかな法令違反 （重要度が高い）

○ 行政対応レベルⅢ　：　生活環境に著しい支障あり （緊急度・重要度が高い）

・漏水、溢流、汚泥の著しい流出、送風機の未設置

・放流BOD160mg/L超過

・無管理、未清掃、消毒設備なし、処理対象以外の排水の流入

設置の状況の不具合について、単独処理浄化槽（以下「単独」という。）と合併処理浄化槽（以下「合

併」という。）と比較すると、汚水が槽外へ流出している『4.漏水』や、構造的欠陥である『23.隔壁、

仕切壁、移流管の固定』については単独での指摘が多く、生物処理に関わる『14.接触材、ろ材等の固

定』については合併での指摘が多くありました。単独では、抜本的な改善が必要である浄化槽本体の

不良が多く、合併では、「ろ材の浮上」や「担体の流出」等の内部構造の不具合が増えています。 

設備の稼働状況の不具合は、主に「送風機の故障」の指摘である『30.送風機』が、単独・合併とも

に多く、次に多い『38.制御装置』は、主に性能評価型の「自動逆洗装置故障」の指摘であり合併で 103

件発生しました。 

『水質悪化』の指摘は、単独・合併では処理目標水質が異なるため単純な比較はできないものの、

単独 1.0％、合併 0.8％とともに低い割合でした。合併の水質悪化の指摘率は、効率化検査導入前の平

成 30 年度が 2.3％、令和元年度が 1.9％であったことから、早期改善が図られたことにより指摘率が

半数以下に大きく低下したことがわかります。 

原因区分の構成比率では、浄化槽本体の不具合原因である『構造』が 19.6％、無管理や水質悪化、

送風機の稼働などの不具合原因である『その他』が 78.4％と高く、『管理』に起因する指摘は 1.1％と

低い状況でした。 

 

（３）効率化検査の検査結果と行政指導対象の発生状況 

令和２年度に改訂された鹿児島県浄化槽指導監督要領に基づき、行政指導対象については以下の３

段階に分類しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度から 10人槽以下の 11条検査に導入した効率化検査の検査結果と行政指導対象の発生状

況につて、表－７（合併）及び表－８（単独）に示します。 

 

 



表－７ 効率化検査の検査結果 （令和３年度・11条 10人槽以下・合併）

 

表－８ 効率化検査の検査結果 （令和３年度・11 条 10 人槽以下・単独） 

 



  合併処理浄化槽の効率化検査では、緊急度・重要度が高くない不具合を「対応レベル０」と分類し、

保守点検業者へ情報提供（改善提案）して対策を講じてもらいます。令和３年度は 1,747 件（発生率

1.92％）の『対応レベル０』が発生し、保守点検業者の適切な対応により 1,120 件（改善率 64.1%）

が早期に改善されました。 

  単独処理浄化槽では、令和２年の法改正で新たに規定された『特定既存単独処理浄化槽』に該当す

る指摘が、10 人槽以下で 186 件、11 人槽以上で 80 件、計 266 件発生しました。 

『特定既存単独処理浄化槽』については行政が除却を前提とした改善を求めることとなっており、

今後、市町村の補助事業を活用した合併転換や下水道等への切り替えの勧奨などにより早期に除却等

を行う必要があります。 

 

４．無管理浄化槽の推移 

無管理浄化槽基数の推移を図－１（7条検査）及び図－２（11条検査）に示します。

 

  図－１ 無管理浄化槽基数の推移（7条検査）  図－２ 無管理浄化槽基数の推移（11条検査） 

７条検査の無管理浄化槽は年度により増減があるものの一定の割合で発生しています。11 条検査の

無管理浄化槽は検査基数が増えたことにより発生率は下がっていますが、依然として多くの件数が発

生しており、その中には長期間にわたり改善されていないものも多く含まれます。 

このような状況から、適正な維持管理に向けて保守点検、清掃及び法定検査の必要性について更な

る啓発の徹底や、行政指導の強化などにより無管理浄化槽のさらなる減少に取り組む必要があります。 

 


